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年末調整手続きの電子化について

詳細につきましては、以下ご参照ください。

参考資料：国税庁HP「年末調整手続の電子化に向けた取組について（令和2年分以降）」

■これまでの年末調整手続き

■ペーパーレス化で大幅に負担が軽減
「年末調整手続の電子化」になると､従業員にとっては書類紛失のリスクがなくなり､申告書の計算も自動で楽になります。

一方､会社にとってはペーパーレス化や申告書チェックの作業が削減され、でかなり負担が軽減されます。

必要書類の収集 申告書の確認･入力 書類は 7 年間保管企業の負担︓

今回は｢年末調整手続の電子化｣について取り上げます。国税庁によると､令和2年10月(予定)より

｢年末調整控除申告書作成用ソフトウェア（年調ソフト）｣を無料提供し､従業員は保険会社等から保険

料控除証明書等のデータを受け取り､それを年調ソフトに取り込むことで会社に提出できるようにな

ります。会社はそのデータを給与システム等に移管して所得税を計算できます。

現在､従業員は､証明書類（生命保険料控除等）を集めて､それを保険料控除申告書等に転記し､控除

額を計算しなければなりません。一方、会社は従業員から受け取った証明書類と申告書に誤りや記

入漏れがないかを確認し､PCソフトに入力して､所得税を計算します。また､従業員から提出された

証明書類等は7年間保管しなければなりません。
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